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第４表 地方債補正 

                                                                           

変 更                                                                     （単位：千円） 

補 正 前         補 正 後         

起債の目的 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

防災コミュニ

ティセンター

建設事業 

６３，６００ 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 6.0％以

内 

（ただし利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該利

率見直し後

の利率） 

借入先の融

通条件によ

る。ただし

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

もしくは低

利に借換え

することが

できる。 

５２，９００ 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 6.0％以

内 

（ただし利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該利

率見直し後

の利率） 

借入先の融

通条件によ

る。ただし

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

もしくは低

利に借換え

することが

できる。 

 

 

 

 

 


